
■個人会員 

 

【会員規約】 

 

第2条（日本メディカルフィットネス研究会会員サービスについて） 

 

【変更前】 

1. 本サービスは、以下各号に定めるサービスの総称です。 

(1)最新情報の配信 

情報配信を承諾した会員が当財団に提供した情報（氏名・所属先・役職・電話番号・ 

メールアドレス）の情報を当財団が閲覧し、会員に有益な情報等を送付するサービス

の総称。 

 

(2)イベントへの優先参加 

本サービスが開催するイベント（フォーラム、セミナー等）への会員価格での参加が 

可能となるサービスの総称。 

 

(3)その他付帯するサービス 

(1)・(2)に付帯するサービスや関連する情報提供、イベント等の案内 

 

2. 当財団が、本サービスを提供することが不適切であると判断した場合、本サービス 

のご利用をお断りする場合があります。 

 

 

【変更後】 

1. 本サービスは、以下各号に定めるサービスの総称です。 

(1)最新情報の配信 

会員が当財団に提供した情報（氏名・所属先・役職・電話番号・メールアドレス・住 

所・所属先・職種・所属施設の状況）等の情報を当財団が閲覧し、会員に有益な情報 

等を送付するサービスの総称。 

 

(2)イベントへの優先参加 

本サービスが開催するイベント（フォーラム、セミナー等）への会員価格での参加が 

可能となるサービスの総称。 

 

(3)その他付帯するサービス 

(1)・(2)に付帯するサービスや関連する情報提供、イベント等の案内 

 

2. 当財団が、本サービスを提供することが不適切であると判断した場合、本サービス 

のご利用をお断りする場合があります。 

 

 

 

 



【個人情報の取り扱いについて】 

第6条（個人情報の共同利用について） 

【変更前】 

当財団は個人情報について、以下の範囲内で必要な場合に限り、共同利用させていた

だくことがあります。 

1. 共同利用する情報の項目 

(1)会員の氏名、所属する会社・事業所の名称、所属部署名、役職、所在地、メールア

ドレス 

2. 共同利用する企業の範囲 

賛同企業各社 

3. 共同利用する目的 

(1)会員との連絡を適切かつ円滑に履行するため 

(2)会員へ有益な情報配信を行うため 

(3)当財団が会員に情報提供手続きを円滑に行うため 

 

【変更後】 

当財団は個人情報について、以下の範囲内で必要な場合に限り、共同利用させていた

だくことがあります。 

1. 共同利用する情報の項目 

(1)会員の氏名、勤務先・法人名、所属部署（所属施設名）、役職、メールアドレス、

住所、所属先、職種、所属施設の状況 

 

 

2. 共同利用する企業の範囲 

賛同企業各社 

3. 共同利用する目的 

(1)会員との連絡を適切かつ円滑に履行するため 

(2)会員へ有益な情報配信を行うため 

(3)当財団が会員に情報提供手続きを円滑に行うため 

 

 

【適用日】 

前条の変更は、2026年3月10日より適用する。 

 

 

 


